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区役所での手続き 一覧・ チェ ッ クリ スト

亡く なら れた人の

状況
手 続 き  名

コ ーナー

手続き
該 当

参照

ページ

1 世帯主である 

世帯主変更届 

※ 同世帯に 1 5 歳以上の人が２ 人以上

いる場合 

○

6

2

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 、

住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 、

印鑑登録証を 持っ て い

る 

マイ ナンバーカ ード 、住民基本台帳カ ー

ド 、 印鑑登録証の返還 

※返還義務はあり ません。  

3

国民健康保険に 加入し

て い る、 ま た は国民健

康保険に 加入し て い る

人のい る 世帯の世帯主

である 

国民健康保険被保険者証、 高齢受給者

証（ 該当者のみ） の返還 
○

7

4

世帯主変更に伴う 国民健康保険被保険

者証、 高齢受給者証（ 該当者のみ） の

書き 換え

○

5 国民健康保険料の再計算 —

8

6 国民健康保険料の還付請求

7

国民健康保険料の口座振替

※ 世帯主ま たは口座名義人が亡く な ら

れた場合

8 国民健康保険葬祭費の支給申請 ○

9
9

国民健康保険給付金（ 高額療養費等）

の未請求分について

1 0
限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準

負担額減額認定証の返還
○

10
1 1

世帯主変更に 伴う 限度額適用認定証、

限度額適用・ 標準負担額減額認定証（ 該

当者のみ） の書き 換え

○

1 2 特定疾病療養受療証の返還 ○

1 3

後期高齢者医療制度

に加入し ている

後期高齢者医療被保険者証等の返還 ○

11
1 4 後期高齢者医療葬祭費の支給申請 ○

1 5 後期高齢者医療保険料の再計算 —

12
1 6 後期高齢者医療保険料の還付請求
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亡く なら れた人の

状況
手 続 き  名

コ ーナー

手続き
該 当

参照

ページ

1 7

国民年金に 加入ま た は

受給し ている

年金の受給権者死亡届

13
1 8 未支給年金の請求

1 9 遺族基礎年金の給付請求

142 0 寡婦年金の給付請求

2 1 国民年金死亡一時金の給付請求

2 2

6 5 歳以上の人ま たは介

護認定を 受給中である

介護保険被保険者証の返還 ○

152 3 介護保険料の再計算 —

2 4 介護保険料の還付請求

2 5 介護保険負担割合証等の返還

16
2 6 高額介護サービス費等の支給申請

2 7 心身障害者医療費助成

制度（ マ ル障） を 受け

ている

心身障害者医療費助成制度（ マ ル障）

受給者証の返還
○

17

2 8 心身障害者医療費等の未請求分の申請 ○

2 9
東京都心身障害者扶養

共済制度に 加入し て い

る

東京都心身障害者扶養共済制度の弔慰

金請求

18

3 0
東京都心身障害者扶養共済制度の年金

給付請求

3 1
特別障害者手当を 受給

し ている
特別障害者手当の受給資格者の死亡届 ○

193 2
障害児福祉手当を 受給

し ている
障害児福祉手当の受給資格者の死亡届 ○

3 3
心身障害者福祉手当を

受給し ている

心身障害者福祉手当の受給者異動（ 消

滅） 届
○

3 4

各種手帳を 持っ ている

身体障害者手帳の返還 ○

203 5 愛の手帳の返還 ○

3 6 精神障害者保健福祉手帳等の返還 ○
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亡く なら れた人の

状況
手 続 き  名

コ ーナー

手続き
該 当

参照

ページ

3 7
障害福祉サービ ス 受給

者証等を 持っ ている
障害福祉サービス受給者証等の返還 ○ 20

3 8

保健福祉に 関する 各種

サービスを 受けている

救急通報システムの停止 ○

21

3 9
紙おむつの給付の停止ま たはおむつ代

の請求
○

4 0 配食サービスの停止 ○

4 1 寝具乾燥等消毒サービスの停止 ○

4 2 徘徊探索支援の停止 ○

4 3 Ｎ Ｈ Ｋ 受信料免除の停止 ○

4 4 有料道路通行料金割引の停止 ○

4 5 港区コ ミ ュ ニティ バス乗車券の返還 ○

4 6 無料入浴券の返還 ○

4 7 福祉キャ ブ利用カ ード の返還 ○

4 8 福祉理美容サービス登録カ ード の返還 ○

4 9

都営交通（ 都電、 都バス、 都営地下鉄、

日暮里・ 舎人ラ イ ナー） の無料パス の

返還

○

5 0
心身障害者民営バス 等乗車割引証（ 介

護人付） の返還
○

5 1
タ ク シー利用券の返還ま たはガソ リ ン

代の請求
○

5 2

ご 遺族に 児童がい る ま

た は、 ひ と り 親の手当

等の受給者である

ひと り 親家庭等医療費助成の申請 ○

22
5 3

ひと り 親家庭等医療費助成制度の受給

者変更・ 資格喪失等の手続き
○

5 4
児童育成手当、 児童扶養手当の受給申

請
○

23

5 5
児童育成手当、 児童扶養手当の受給者

変更・ 資格喪失等の手続き
○
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亡く なら れた人の

状況
手 続 き  名

コ ーナー

手続き
該 当

参照

ページ

5 6

児童手当等の支給対象

児ま た は、 受給者で あ

る

子ど も 医療証の保護者変更・ 医療証の

返還
○

24

5 7
児童手当の受給者変更・ 資格喪失等の

手続き
○

5 8
特別児童扶養手当の受給者変更・ 資格

喪失等の手続き
○

25

5 9
保育所に入所し て いる 児

童がいる
保育所等の手続き ○

6 0

住民税の申告を し なけれ

ばな ら な い人が申告を し

ないで亡く なら れた

特別区民税・ 都民税の申告

26
6 1

住民税の納税義務者で

ある
住民税の税額の確認及び納付

6 2
125 cc以下の原付バイ ク・

ミ ニカ ー等を持っ ている

原付バイ ク 、 小型特殊自動車の廃車手

続き
○

6 3

公害健康被害の認定患者

で あっ た（ 公害医療手帳

を持っ ている）

死亡の届出と 公害医療手帳の返還

27

6 4

公害健康被害の認定患者

で認定さ れた病気が原因

で亡く なら れた

遺族補償費ま たは遺族補償一時金及び

葬祭料の請求

6 5
原爆被爆者手帳を 持っ て

いる
原爆被爆者手帳葬祭料の請求

286 6 犬を 飼っ ている 犬の登録変更の届出 ○

6 7
一時的に 多量のご みが

出た

一時的に発生し た多量の資源・ ご みの

収集
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住民登録 に関する 手続き

世帯主変更届手 続 き

マイナンバーカ ード 、 住民基本台帳カ ード 、 印鑑登録証の返還手 続 き

概要・ 注意事項

亡く な ら れた人と 同世帯に、 1 5 歳以上の人が 2 人以

上いた場合のみ必要と なり ます。

必要な 持ち 物

● 本人確認書類（ 届出人のマイ ナン バーカ ード 、 運転

免許証等）

●委任状（ 届出人が亡く なら れた人と 別世帯の場合）

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係

概要・ 注意事項

返還義務はあり ません。

※ マイ ナン バーカ ード は番号確認のために返還せずに

お手元に保管し てく ださ い。

※ 証明書の取得には、 使用でき ません。

必要な 持ち 物

―

手続き 場所

―

期限

死亡日から 1 4 日以内

手続き で き る 人

亡く なら れた人と 同世帯の人

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 4 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 1

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 0 1 2

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 6 1 2

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 1

台場分室 ☎5 5 0 0 -2 3 5 1

期限

―

手続き で き る 人

―

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 4 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 1

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 0 1 2

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 6 1 2

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 1

台場分室 ☎5 5 0 0 -2 3 5 1

世帯主である

マイナンバーカ ード 、 住民基本台帳カ ード 、 印鑑登録証を 持っている

m em o
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国民健康保険 に関する 手続き

国民健康保険被保険者証、 高齢受給者証（ 該当者のみ） の返還手 続 き

世帯主変更に伴う 国民健康保険被保険者証、 高齢受給者証（ 該当者のみ）

の書き 換え
手 続 き

概要・ 注意事項

国民健康保険に加入さ れていた人が亡く なら れた場合

で、 国民健康保険被保険者証、 高齢受給者証の交付を

受けていた人は、 返還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●国民健康保険被保険者証

　 ●高齢受給者証（ 該当者のみ）

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

概要・ 注意事項

世帯主が亡く なら れた場合、 ご家族の国民健康保険被

保険者証の世帯主名を 書き 換える必要があり ますので 、

世帯全員の国民健康保険被保険者証を お持ちく ださ い。

必要な 持ち 物

● 本人確認書類（ 届出人のマイ ナン バーカ ード 、 運転

免許証等）

●国民健康保険被保険者証（ 世帯全員分）

●高齢受給者証（ 該当者のみ）

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当 )

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

国保年金課資格保険料係（ 収納業務担当）

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 7 4 ～2 5 7 8

期限

速やかに

手続き で き る 人

亡く なら れた人と 同世帯の人

お 問い 合わせ先

国保年金課資格保険料係（ 収納業務担当）

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 7 4 ～2 5 7 8

国民健康保険に加入し ている 、

または国民健康保険に加入し ている人のいる世帯の世帯主である

m em o
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国民健康保険料の再計算手 続 き

国民健康保険料の還付請求手 続 き

国民健康保険料の口座振替手 続 き

概要・ 注意事項

区が保険料を 再計算し て保険料が変更になっ た場合は、

相続人宛に保険料納入通知書を 送付し ます。

※ 保険料最高限度額世帯では、 変わら ない場合も あり

ます。

保険料の未納分がある 場合は、 同封さ れている 納付

書でお支払いく ださ い。

必要な 持ち 物

―

手続き 場所

―

概要・ 注意事項

保険料を 納め過ぎている 場合は、 国民健康保険料過誤

納金還付通知書を 送付し ます。

必要な 持ち 物

区から 送付し た国民健康保険料還付請求書

手続き 場所

港区役所 ３ 階 国保年金課資格保険料係

概要・ 注意事項

保険料を 銀行等の口座振替で納めている 世帯主または

口座名義人が亡く なら れ、 新たに銀行等の口座振替を

希望さ れる場合は、 手続き が必要と なり ます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

港区役所 ３ 階 国保年金課資格保険料係

期限

―

手続き で き る 人

―

お 問い 合わせ先

国保年金課資格保険料係（ 収納業務担当）

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 7 4 ～2 5 7 8

期限

還付通知日から ２ 年以内

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

国保年金課資格保険料係（ 収納業務担当）

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 7 4 ～2 5 7 8

期限

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き で き る 人

詳し く はお問い合わせく ださ い。

お 問い 合わせ先

国保年金課資格保険料係（ 収納業務担当）

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 7 4 ～2 5 7 8

m em o
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国民健康保険 に関する 手続き

国民健康保険葬祭費の支給申請手 続 き

概要・ 注意事項

加入者が亡く なら れた場合に葬祭を 行っ て葬儀費用を

支払っ た人が葬祭費の支給を 受けら れる 制度です。 た

だし 、 職場の健康保険等に本人と し て加入し ていた人

が港区の国民健康保険加入後３ か月以内に亡く な り 、

加入し ていた健康保険等から 葬祭費や埋葬料が支給さ

れる 場合があり ます。 支給額等給付内容は加入し てい

た健康保険等へご確認く ださ い。 なお、 加入し ていた

健康保険等から 支給さ れる 場合には、 港区の国民健康

保険から は支給さ れません。 また、 交通事故や公害な

ど 第三者行為によ る 死亡の場合で、 加害者から 補償を

受けら れる 場合も 港区の国民健康保険から は支給さ れ

ません。

必要な 持ち 物

● 葬儀の領収書原本（ 葬儀を 行っ た人の氏名と 亡く なっ

た人の葬儀費用である こ と が記載さ れたも の）

● 葬儀を 行っ た人の本人確認書類（ マイ ナン バーカ ー

ド 、 運転免許証等）

●国民健康保険被保険者証（ 亡く なら れた人のも の）

●口座番号確認書類（ 葬儀を 行っ た人の名義）

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

期限

葬儀を 行っ た日の翌日から ２ 年以内

手続き で き る 人

葬祭を 行っ た人

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2

国民健康保険に加入し ている 、

または国民健康保険に加入し ている人のいる世帯の世帯主である

国民健康保険給付金（ 高額療養費等） の未請求分について手 続 き

概要・ 注意事項

世帯主が亡く なっ た場合、 まだ受け取っ ていない高額

療養費があれば、 申請する こ と ができ ま す。 詳し く は

お問い合わせく ださ い。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

（ 相続資料の提出も 必要です）

手続き 場所

港区役所 ３ 階 国保年金課給付係

期限

診療を受けた月の翌月の１日から２ 年以内

※詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2

m em o



1 0国民健康保険に関する手続き

限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準負担額減額認定証の返還手 続 き

特定疾病療養受療証の返還手 続 き

概要・ 注意事項

国民健康保険に加入さ れていた人が亡く なら れた場合

で、 限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準負担額減額

認定証の交付を 受けていた人は、 返還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●限度額適用認定証

　 ●限度額適用・ 標準負担額減額認定証

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

概要・ 注意事項

国民健康保険に加入さ れていた人が亡く なら れた場合

で、 特定疾病療養受療証の交付を 受けていた人は、 返

還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●特定疾病療養受療証

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当 )

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2

世帯主変更に伴う 限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準負担額減額認定証

（ 該当者のみ） の書き 換え
手 続 き

概要・ 注意事項

世帯主が亡く なら れた場合、 国民健康保険に加入さ れ

ていたご 家族の限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準

負担額減額認定証の世帯主名を 書き 換える 必要があり

ま す。 該当の場合は限度額適用認定証、 限度額適用・

標準負担額減額認定証を お持ちく ださ い。

必要な 持ち 物

● 限度額適用認定証

●限度額適用・ 標準負担額減額認定証

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当 )

期限

速やかに

手続き で き る 人

限度額適用認定証、 限度額適用・ 標準負

担額減額認定証を お持ち で、 世帯主が亡

く なら れた人（ 代理可）

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2
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1 1 後期高齢者医療制度に関する手続き

後期高齢者医療制度 に関する 手続き

後期高齢者医療被保険者証等の返還手 続 き

後期高齢者医療葬祭費の支給申請手 続 き

概要・ 注意事項

後期高齢者医療制度に加入さ れていた人が亡く なら れ

た場合で、 後期高齢者医療被保険者証、 限度額適用認

定証、 限度額適用・ 標準負担額減額認定証、 特定疾病

療養受領証の交付を 受けていた人は、 返還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ● 後期高齢者医療被保険者証

　 ● 限度額適用認定証

　 ● 限度額適用・ 標準負担額減額認定証

　 ● 特定疾病療養受療証

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

概要・ 注意事項

加入者が亡く なら れた場合に葬祭を 行っ て葬儀費用を

支払っ た人が葬祭費の支給を 受けら れる制度です。

必要な 持ち 物

● 葬儀の領収書原本（ 葬儀を 行っ た人の氏名と 亡く なっ

た人の葬儀費用である こ と が記載さ れたも の）

● 葬儀を 行っ た人の本人確認書類 （ マイ ナン バーカ ー

ド 、 運転免許証等）

● 後期高齢者医療被保険者証（ 亡く なら れた人のも の）

● 口座番号確認書類（ 葬儀を 行っ た人の名義）

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

期限

死亡日から 1 4 日以内（ 葬祭費の支給の

手続き がある場合は、 手続き 時に返還）

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

国保年金課高齢者医療係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 5 4 ～2 6 5 9

期限

葬儀を 行っ た日の翌日から ２ 年以内

手続き で き る 人

葬祭を 行っ た人

お 問い 合わせ先

国保年金課高齢者医療係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 5 4 ～2 6 5 9

後期高齢者医療制度に加入し ている
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1 2後期高齢者医療制度に関する手続き

後期高齢者医療保険料の再計算手 続 き

後期高齢者医療保険料の還付請求手 続 き

概要・ 注意事項

区が保険料を 再計算し て保険料が変更になっ た場合は、

相続人宛に保険料納入通知書を 送付し ます。

保険料の未納分がある 場合は、 同封さ れている 納付書

でお支払いく ださ い。

必要な 持ち 物

―

手続き 場所

―

概要・ 注意事項

保険料を 納め過ぎている 場合は、 保険料還付通知書を

送付し ます。

必要な 持ち 物

区から 送付し た後期高齢者医療保険料過誤納金還付請

求書兼支払金口座振替依頼書

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当 )

期限

―

手続き で き る 人

―

お 問い 合わせ先

国保年金課高齢者医療係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 5 4 ～2 6 5 9

期限

還付通知日から ２ 年以内

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

国保年金課高齢者医療係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 5 4 ～2 6 5 9
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1 3 年金に関する 手続き

年金 に関する 手続き

年金の受給権者死亡届手 続 き

未支給年金の請求手 続 き

概要・ 注意事項

年金を 受けていた人が亡く なら れたと き、 年金の受給

権者死亡届の提出が必要です。 ただし 、 日本年金機構

にマイ ナン バーが収録さ れている 人は、 原則と し て届

出不要です。 マイ ナン バーの収録状況は、 お近く の年

金事務所で確認でき ます。

必要な 持ち 物

加入し て い た 年金制度や保険料納付状況、 ご 遺族の

続柄等によ っ て異なり ま すので、 港年金事務所 ☎0 3 -

5 4 0 1 -3 2 1 1 又はねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構） 

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 にお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

届出人の住所地を 管轄する年金事務所等

概要・ 注意事項

亡く なら れた人が、 ま だ受け取っ ていない年金がある

と き 、 生計を 同じ く し ていた一定のご 遺族が請求でき

ます。

必要な 持ち 物

受給し ていた年金制度やご遺族の続柄等によ っ て異な

り ま すので 、 港年金事務所 ☎0 3 -5 4 0 1 -3 2 1 1 又は

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構） ☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5

にお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

請求者の住所地を 管轄する年金事務所等

期限

国民年金は死亡日から 1 4 日以内、 厚生

年金は死亡日から 1 0 日以内

手続き で き る 人

詳し く は、 港年金事務所 ☎0 3 -5 4 0 1 -

3 2 1 1 又はねんき んダイ ヤル（ 日本年金

機構） ☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 に お 問い 合わ

せく ださ い。

お 問い 合わせ先

港年金事務所

☎5 4 0 1 -3 2 1 1 代表   

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構）

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5（ ナビダイ ヤル）

期限

年金支給日の翌月初日から 5 年以内

手続き で き る 人

亡く なら れた人と 生計を 同じ く し ていた

人で、 次の順

①配偶者　 ②子　 ③父母　 ④孫　

⑤祖父母　 ⑥兄弟姉妹　

⑦その他三親等内の親族

お 問い 合わせ先

港年金事務所

☎5 4 0 1 -3 2 1 1 代表   

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構）

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5（ ナビダイ ヤル）

国民年金に加入または受給し ている
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1 4年金に関する手続き

遺族基礎年金の給付請求手 続 き

寡婦年金の給付請求手 続 き

国民年金死亡一時金の給付請求手 続 き

概要・ 注意事項

遺族基礎年金は、 国民年金加入中の人が亡く なら れた

と き 、 その人によ っ て生計を 維持さ れていた子ど も が

いる 配偶者や、 お子さ んのう ち、 所定の支給条件を 満

たす人が請求でき ます。

必要な 持ち 物

加入し ていた年金制度や保険料納付状況、 ご 遺族の年

齢や続柄等によ っ て異なり ますので、 港年金事務所 ☎

0 3 -5 4 0 1 -3 2 1 1 又はねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構） 

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 にお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

請求者の住所地を 管轄する区市町村又は年金事務所

概要・ 注意事項

寡婦年金は、 国民年金第１ 号被保険者と し ての保険料

納付済期間と 免除期間を合わせて 1 0 年以上ある夫が年

金を 受けずに亡く なら れたと き 、 1 0 年以上継続し て婚

姻関係にあり 、 生計を 維持さ れていた妻が 60 歳から

65 歳までの間、 受給するために請求でき ます。

必要な 持ち 物

詳し く は、 港年金事務所 ☎0 3 -5 4 0 1 -3 2 1 1 又はねん

き んダイ ヤル（ 日本年金機構） ☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 にお

問い合わせく ださ い。

手続き 場所

請求者の住所地を 管轄する区市町村又は年金事務所

概要・ 注意事項

死亡一時金は、 国民年金第 1 号被保険者と し ての保険料

納付済期間が３ 年以上の人が、 老齢基礎年金・ 障害基礎

年金を受けるこ と なく 亡く なっ たと き、 その人と 生計を

同じ く し ていた一定のご遺族が請求できます。

必要な 持ち 物

保険料納付状況やご 遺族の続柄等によ っ て異なり ま す

ので、 港年金事務所 ☎0 3 -5 4 0 1 -3 2 1 1 又はねんき ん

ダイ ヤル（ 日本年金機構） ☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 にお問い

合わせく ださ い。

手続き 場所

請求者の住所地を 管轄する区市町村又は年金事務所

期限

支給事由が生じ た日の翌日から ５ 年以内

手続き で き る 人

詳し く は、 港年金事務所 ☎0 3 -5 4 0 1 -

3 2 1 1 又はねんき んダイ ヤル（ 日本年金

機構） ☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 に お 問い 合わ

せく ださ い。

お 問い 合わせ先

港年金事務所　

☎5 4 0 1 -3 2 1 1 代表   

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構）

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5（ ナビダイ ヤル）

期限

詳し く は、 港年金事務所 ☎0 3 -5 4 0 1 -

3 2 1 1 又はねんき んダイ ヤル（ 日本年金

機構） ☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5 に お 問い 合わ

せく ださ い。

手続き で き る 人

継続し て 1 0 年以上婚姻関係のある 生計

を 維持さ れていた妻

お 問い 合わせ先

港年金事務所　

☎5 4 0 1 -3 2 1 1 代表   

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構）

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5（ ナビダイ ヤル）

期限

死亡日の翌日から ２ 年以内

手続き で き る 人

亡く なら れた人と 生計を 同じ く し ていた

人で、 次の順

①配偶者　 ②子　 ③父母　 ④孫　

⑤祖父母　 ⑥兄弟姉妹

お 問い 合わせ先

港年金事務所　

☎5 4 0 1 -3 2 1 1 代表   

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構）

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5（ ナビダイ ヤル）



1 5 介護保険に関する手続き

介護保険 に関する 手続き

介護保険被保険者証の返還手 続 き

介護保険料の還付請求手 続 き

介護保険料の再計算手 続 き

概要・ 注意事項

介護保険被保険者証を お持ちの人が亡く なら れた場合、

亡く なら れた人の介護保険被保険者証を 返還し てく だ

さ い。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●介護保険被保険者証

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

港区役所 ２ 階 介護保険課介護保険料係

概要・ 注意事項

保険料を 納め過ぎている 場合は、 相続人宛に介護保険

料還付通知書を 送付し ます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

港区役所 ２ 階 介護保険課介護保険料係

概要・ 注意事項

区が保険料を 再計算し て、 相続人宛に介護保険料納入

通知書を 送付し ます。

必要な 持ち 物

―

手続き 場所

―

期限

―

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

介護保険課介護保険料係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 8 9 1 ～2 8 9 7

期限

還付通知日から ２ 年以内

手続き で き る 人

相続人

※詳し く はお問い合わせく ださ い。

お 問い 合わせ先

介護保険課介護保険料係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 8 9 1 ～2 8 9 7

期限

―

手続き で き る 人

―

お 問い 合わせ先

介護保険課介護保険料係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 8 9 1 ～2 8 9 7

6 5 歳以上の人または介護認定を 受給中である
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1 6介護保険に関する手続き

介護保険負担割合証等の返還手 続 き

高額介護サービ ス費等の支給申請手 続 き

概要・ 注意事項

介護保険負担割合証等を お持ち の人が亡く なら れた場

合、 亡く なら れた人の介護保険負担割合証等を 返還し

てく ださ い。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ● 介護保険負担割合証

　 ● 介護保険負担限度額認定証

　 ● 港区社会福祉法人等によ る 生計困難者に対する 利

用者負担額軽減確認証

手続き 場所

港区役所 ２ 階 介護保険課介護給付係

概要・ 注意事項

相続人（ 代表） 申立書兼誓約書を 送付し ます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

港区役所 ２ 階 介護保険課介護給付係

期限

―

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

介護保険課介護給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 8 7 6 ～2 8 8 0

期限

支給決定通知日から ２ 年以内

手続き で き る 人

相続人

※詳し く はお問い合わせく ださ い。

お 問い 合わせ先

介護保険課介護給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 8 7 6 ～2 8 8 0

m em o



1 7 保健福祉に関する手続き （ 障害福祉・ 高齢福祉）

保健福祉 に関する 手続き（ 障害福祉・ 高齢福祉）

心身障害者医療費助成制度（ マル障） 受給者証の返還手 続 き

心身障害者医療費等の未請求分の申請手 続 き

概要・ 注意事項

心身障害者医療費助成を 受けていた人が亡く なら れた

場合、 マル障受給者証の返還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●マル障受給者証

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

概要・ 注意事項

マル障を 使用せず、 医療保険の自己負担分を 支払っ た

場合、 払い戻し を 受ける こ と ができ ます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

（ 相続資料の提出も 必要です）

手続き 場所

港区役所 ３ 階 国保年金課給付係

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2

期限

医療費を 支払っ た日の翌日から ５ 年

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

国保年金課給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 4 0 ～2 6 4 2

心身障害者医療費助成制度（ マル障） を 受けている

m em o



1 8保健福祉に関する手続き （ 障害福祉・ 高齢福祉）

東京都心身障害者扶養共済制度の弔慰金請求手 続 き

東京都心身障害者扶養共済制度の年金給付請求手 続 き

概要・ 注意事項

心身障害者が加入者よ り 先に亡く なら れたと き は、 加

入期間に応じ て弔慰金が支給さ れます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

港区役所 ２ 階 障害者福祉課障害者福祉係

概要・ 注意事項

加入者が死亡（ 重度障害） し たと き 、 障害者に対し て

年金が支給さ れます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

港区役所 ２ 階 障害者福祉課障害者福祉係

期限

心身障害者が亡く なら れた日から ３ 年以

内

手続き で き る 人

● 加入者（ 心身障害者が加入者よ り 先に

亡く なら れたと き ）

● 加入者のご遺族（ 心身障害者と 加入者

が同時に亡く なら れたと き ）

お 問い 合わせ先

障害者福祉課障害者福祉係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 7 0

期限

支給対象と なっ た日から ３ 年以内

手続き で き る 人

心身障害者または年金管理者

お 問い 合わせ先

障害者福祉課障害者福祉係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 7 0

東京都心身障害者扶養共済制度に加入し ている

m em o



1 9 保健福祉に関する手続き （ 障害福祉・ 高齢福祉）

保健福祉 に関する 手続き（ 障害福祉・ 高齢福祉）

特別障害者手当の受給資格者の死亡届手 続 き

障害児福祉手当の受給資格者の死亡届手 続 き

心身障害者福祉手当の受給者異動（ 消滅）届手 続 き

概要・ 注意事項

未払い分の手当がある 場合は、 未支払請求書及び念書

の提出も 必要です。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

未払い分の手当がある 場合は、 未支払請求書及び念書

の提出も 必要です。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

未払い分の手当がある 場合は、 未支払請求書及び念書

の提出も 必要です。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

死亡後なるべく 早く

手続き で き る 人

●未払い分がない場合：

　 どなたでも 可

●未払い分がある場合：

　 亡く なら れた受給者の同居のご親族

お 問い 合わせ先

障害者福祉課障害者給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 2 9 9・ 2 3 8 9

期限

死亡後なるべく 早く

手続き で き る 人

●未払い分がない場合：

　 どなたでも 可

●未払い分がある場合：

　 亡く なら れた受給者の同居のご親族

お 問い 合わせ先

障害者福祉課障害者給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 2 9 9・ 2 3 8 9

期限

死亡後なるべく 早く

手続き で き る 人

●未払い分がない場合：

　 どなたでも 可

●未払い分がある場合：

　 亡く なら れた受給者の同居のご親族

お 問い 合わせ先

障害者福祉課障害者給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 2 9 9・ 2 3 8 9

特別障害者手当を 受給し ている

障害児福祉手当を 受給し ている

心身障害者福祉手当を 受給し ている



2 0保健福祉に関する手続き （ 障害福祉・ 高齢福祉）

手帳の返還手 続 き

障害福祉サービ ス受給者証等の返還手 続 き

概要・ 注意事項

身体障害者手帳、 愛の手帳、 精神障害者保健福祉手帳

等の手帳の交付を 受けていた人は、 返還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●身体障害者手帳

　 ●愛の手帳

　 ●精神障害者保健福祉手帳

　 　 など、 該当する手帳

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

自立支援医療受給者証、 障害福祉サービス等受給者証、

特定医療費（ 指定難病） 受給者証等の受給者証の交付

を 受けていた人は、 返還が必要です。

必要な 持ち 物

亡く なら れた人の

　 ●自立支援医療受給者証（ 精神通院）

　 ●障害福祉サービス等受給者証

　 ●特定医療費（ 指定難病） 受給者証

　 　 など、 該当する受給者証

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 6 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 2

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 2 7 6

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 0 8 5

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 2

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 6 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 2

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 2 7 6

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 0 8 5

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 2

各種手帳を 持っている

障害福祉サービ ス受給者証等を 持っている

m em o



2 1 保健福祉に関する手続き （ 障害福祉・ 高齢福祉）

保健福祉 に関する 手続き（ 障害福祉・ 高齢福祉）

救急通報システムの停止 ／ 紙 おむつの給付の停止またはおむつ代の請求

配食サービ スの停止 ／ 寝 具乾燥等消毒サービ スの停止 ／ 徘 徊探索支援

の停止 ／ Ｎ Ｈ Ｋ 受信料免除の停止 ／ 有 料道路通行料金割引の停止

手 続 き

港区コミ ュ ニティ バス乗車券の返還 ／ 無料入浴券の返還 ／ 福祉キャブ 利用

カ ード の返還 ／ 福祉理美容サービ ス登録カ ード の返還 ／ 都営交通（ 都電、

都バス、 都営地下鉄、 日暮里・ 舎人ラ イナー） の無料パスの返還 ／ 心身障害

者民営バス等乗車割引証（ 介護人付） の返還 ／ タ クシー利用券の返還または

ガソリ ン代の請求

手 続 き

概要・ 注意事項

利用者が亡く なら れた場合、 ご連絡し てく ださ い。

連絡の際、 利用さ れていたサービ ス、 亡く なら れた人

の氏名・ 生年月日・ 住所・ 親族の連絡先を お伝えく だ

さ い。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

利用者が亡く なら れた場合、 登録カ ード や券等の返還

が必要です。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 6 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 2

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 2 7 6

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 0 8 5

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 2

期限

速やかに

手続き で き る 人

どなたでも 可

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 6 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 2

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 2 7 6

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 0 8 5

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 2

保健福祉に関する 各種サービ スを 受けている

m em o



2 2子ども に関する手続き

子ども  に関する 手続き

ひと り 親家庭等医療費助成の申請手 続 き

ひと り 親家庭等医療費助成制度の受給者変更・ 資格喪失等の手続き手 続 き

概要・ 注意事項

配偶者が亡く なら れた場合、 状況によ り ひと り 親家庭

等医療費助成制度を 利用でき る 可能性があり ま す。 詳

し く はお問い合わせく ださ い。

※所得制限あり ・ 認定さ れた場合は申請日から 有効

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

亡く なら れた人がひと り 親家庭等医療費助成制度を 受

給さ れていた場合、 受給資格喪失の手続き が必要です。

新たに養育者と なら れた人が各手当を 受給でき る 場合

も あり ます。 詳し く はお問い合わせく ださ い。

※所得制限あり ・ 認定さ れた場合は申請日から 有効

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き で き る 人

死亡等で両親や一方の親がいない児童の

養育者

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

期限

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き で き る 人

詳し く はお問い合わせく ださ い。

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

ご 遺族に児童がいるまたは、 ひと り 親の手当等の受給者である

m em o



2 3 子ども に関する手続き

子ども  に関する 手続き

児童育成手当、 児童扶養手当の受給申請手 続 き

児童育成手当、 児童扶養手当の受給者変更・ 資格喪失等の手続き手 続 き

概要・ 注意事項

配偶者が亡く なら れた場合、 状況によ り 児童育成手当

や児童扶養手当を 受給でき る 可能性があり ます。 詳し

く はお問い合わせく ださ い。

※ 所得制限あり ・ 認定さ れた場合は申請日の翌月から

支給

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

亡く なら れた人が児童育成手当や児童扶養手当を 受給

さ れて いた場合、 受給資格喪失の手続き が必要で す。

新たに養育者と なら れた人が各手当を 受給でき る 場合

も あり ます。 詳し く はお問い合わせく ださ い。

※ 所得制限あり ・ 認定さ れた場合は申請日の翌月から

支給

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き で き る 人

死亡等で両親や一方の親がいない児童の

養育者

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

期限

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き で き る 人

詳し く はお問い合わせく ださ い。

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

ご 遺族に児童がいるまたは、 ひと り 親の手当等の受給者である

m em o



2 4子ども に関する手続き

子ども 医療証の保護者変更・ 医療証の返還手 続 き

児童手当の受給者変更・ 資格喪失等の手続き手 続 き

概要・ 注意事項

保護者が亡く なら れた場合、 保護者変更の手続き が必

要です。

対象児童が亡く なら れた場合は、 医療証の返還が必要

です。

必要な 持ち 物

●子ども 医療証

●健康保険証（ 対象児童のも の）

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

亡く な ら れた人が児童手当の受給を さ れて いた場合、

変更・ 資格喪失等の手続き が発生するこ と があり ます。

詳し く はお問い合わせく ださ い。

※所得制限あり

　（ 令和 6 年10 月から 所得制限なし の予定です）

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

速やかに

手続き で き る 人

児童を 養育し ている 人

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

期限

死亡日の翌日から 1 5 日以内

手続き で き る 人

児童を 養育し ている 人

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

児童手当等の支給対象児または、 受給者である

m em o



2 5 子ども に関する手続き

子ども  に関する 手続き

特別児童扶養手当の受給者変更・ 資格喪失等の手続き手 続 き

保育所等の手続き手 続 き

概要・ 注意事項

亡く なら れた人が特別児童扶養手当を 受給さ れていた

場合、 受給資格喪失の手続き が必要です。 新たに養育

者と な ら れた人が手当を 受給で き る 場合も あり ま す。

詳し く はお問い合わせく ださ い。

※所得制限あり

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

亡く なら れた人が保護者である 場合は、 認定変更等の

手続き が必要です。 保育料を 再計算し て保育料が変更

になる 場合も あり ます。 また、 亡く なら れたこ と で保

育園への入園が必要になっ た場合はお問い合わせく だ

さ い。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

期限

死亡日から 1 5 日以内

手続き で き る 人

児童を 養育し ている 人

お 問い 合わせ先

子ども 若者支援課子ども 給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 4 3 0 ～2 4 3 2

期限

速やかに

手続き で き る 人

児童を 養育し ている 人

お 問い 合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 6 1

麻　 　 布 ☎5 1 1 4 -8 8 2 2

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 2 7 6

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 0 8 5

芝浦港南 ☎6 4 0 0 -0 0 2 2

児童手当等の支給対象児または、 受給者である

保育所に入所し ている児童がいる

m em o
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税金 に関する 手続き

特別区民税・ 都民税の申告手 続 き

住民税の税額の確認及び納付手 続 き

原付バイク、 小型特殊自動車の廃車手続き手 続 き

概要・ 注意事項

住民税の申告をし なければなら ない人が申告をし ないで

亡く なら れた場合は、 相続人が申告すること になり ます。

※ 所得税の確定申告を し た人は、 区役所で再度申告す

る必要はあり ません。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

港区役所 ２ 階 税務課課税係

概要・ 注意事項

住民税に未納や納期未到来がある場合、 相続人が納付す

る必要があります。 すでに納付書をお持ちでしたら、 その

納付書で納付すること ができます。 税額について確認をし

たい場合や納付書がない場合は、 お問い合わせく ださい。

※相続放棄を し たと き も ご連絡く ださ い。

必要な 持ち 物

● 相続人の本人確認書類（ マイナンバーカ ード 、運転免許証等）

● 亡く なら れた人と 相続人の関係性がわかる書類（ 戸籍謄本等）

手続き 場所

港区役所 ２ 階 税務課納税促進係

概要・ 注意事項

原付バイク、 小型特殊自動車のナンバープレート は区市町

村ごと の管理と なっているため、 所有者が亡く なら れた場

合には、 区市町村にて廃車の申告が必要です。

必要な 持ち 物

● ナンバープレ ート 　 ● 標識交付証明書

● 届出人の本人確認書類（ マイナンバーカ ード 、 運転免許証等）

● 亡く なら れた人と 相続人の関係性がわかる書類（ 戸籍謄本等）

手続き 場所

各総合支所区民課窓口サービス係（ 芝は相談担当）

期限

その年の３ 月 1 5 日

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

税務課課税係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 9 3 ～2 5 9 8 、

2 6 0 0 ～2 6 0 8

期限

それぞれの納期限まで

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

税務課納税促進係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 6 1 5 ～2 6 2 1 、

2 6 2 6 ～2 6 3 3

期限

死亡日から 3 0 日以内

手続き で き る 人

相続人

お 問い 合わせ先

税務課税務係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 5 8 9 ～2 5 9 1

住民税の申告をし なければなら ない人が申告をし ないで 亡く なら れた

住民税の納税義務者である

12 5 ㏄以下の原付バイク ・ ミ ニカ ー等を 持っている
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その他 に関する 手続き

死亡の届出と 公害医療手帳の返還手 続 き

遺族補償費または遺族補償一時金及び葬祭料の請求手 続 き

概要・ 注意事項

公害健康被害認定患者が亡く なら れたと き 死亡の届出

と 公害医療手帳の返還が必要です。

必要な 持ち 物

●公害医療手帳

●死亡診断書（ 検案書）

手続き 場所

みなと 保健所 保健予防課公害補償担当

概要・ 注意事項

公害健康被害認定患者である 人が、 認定疾病によ り 亡

く なら れた場合、 一定の要件を 満たすご遺族に対し て 、

遺族補償給付があり ま す。 こ れら は、 公害健康被害認

定審査会の意見を 聞いて、 認定さ れた病気が原因で亡

く なら れたと 認めら れた場合支給さ れます。 詳し く は

お問い合わせく ださ い。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

みなと 保健所 保健予防課公害補償担当

期限

速やかに

手続き で き る 人

ご遺族

お 問い 合わせ先

みなと 保健所保健予防課公害補償担当

☎6 4 0 0 -0 0 8 2

期限

亡く なら れた日から ２ 年以内

手続き で き る 人

ご遺族

お 問い 合わせ先

みなと 保健所保健予防課公害補償担当

☎6 4 0 0 -0 0 8 2

公害健康被害の認定患者であっ た（ 公害医療手帳を 持っている）

公害健康被害の認定患者で 認定さ れた病気が原因で 亡く なら れた

m em o
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原爆被爆者手帳葬祭料の請求手 続 き

犬の登録変更の届出手 続 き

一時的に発生し た多量の資源・ ごみの収集手 続 き

概要・ 注意事項

被爆者本人が亡く なら れた場合は、 その葬祭を 行っ た

人に葬祭料が支給さ れます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

港区役所 ２ 階 障害者福祉課障害者給付係

概要・ 注意事項

犬の所有者が亡く なられた場合、 他の人に所有者を変更す

る必要があり ます。 なお、 新し い所有者が港区外にお住

まいの場合は、 居住地の自治体にお問い合わせく ださ い。

必要な 持ち 物

なし

（  犬鑑札番号、 マイ ク ロ チッ プ 番号が分かる と 手続き

がスムーズに行えます）

手続き 場所

各総合支所区民課保健福祉係

概要・ 注意事項

遺品整理等で一時的に多量の資源・ ごみが発生し た場合

は、 有料での収集を承りますのでお問い合わせく ださ い。

なお、 遺品整理や分別の作業は申込者にて行っていただ

き、 分別し た資源・ ごみは収集日当日、 建物外に排出し

ていただく 必要があり ます。

必要な 持ち 物

詳し く はお問い合わせく ださ い。

手続き 場所

みなと リ サイ ク ル清掃事務所

期限

死亡日から ５ 年以内

手続き で き る 人

葬祭を行った人（ ご遺族に限定さ れません）

お 問い 合わせ先

障害者福祉課障害者給付係

☎3 5 7 8 -2 1 1 1 代表   内線2 2 9 9・ 2 3 8 9

期限

犬の所有者になっ た日から 3 0 日以内

手続き で き る 人

新し い飼い主になる 人、 またはそのご家

族

お 問い 合わせ先

みなと 保健所生活衛生課生活衛生相談係

☎6 4 0 0 -0 0 4 3

期限

―

手続き で き る 人

原則、 ご遺族

お 問い 合わせ先

みなと リ サイ ク ル清掃事務所清掃事業係

☎3 4 5 0 -8 0 2 5

原爆被爆者手帳を 持っている

犬を 飼っている

一時的に多量のごみが出た
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区役所以外での手続き 一覧・ チェ ッ クリ スト
（ 必要書類等については、 それぞれの機関へお問い合わせく ださ い）

対 象 チェック 問い 合わせ先 メ  モ

厚生年金等 □

港年金事務所

☎0 3 -5 4 0 1 -3 2 1 1

ねんき んダイ ヤル（ 日本年金機構）

☎0 5 7 0 -0 5 -1 1 6 5

相続税

所得税 □
芝税務署 ☎0 3 -3 4 5 5 -0 5 5 1

麻布税務署 ☎0 3 -3 4 0 3 -0 5 9 1

固定資産税 □
港都税事務所

☎0 3 -5 5 4 9 -3 8 0 0

不動産

借地・ 借家 □
東京法務局港出張所

☎0 3 -3 5 8 6 -2 1 8 1

区民向け住宅 □
株式会社東急コ ミ ュ ニティ ー

虎ノ 門支店

☎0 3 -5 7 3 3 -0 1 0 9

運転免許証 □ 警察署

パスポート □
東京都パスポート 電話案内センタ ー

☎0 3 -5 9 0 8 -0 4 0 0

シルバーパス □
東京バス協会

☎0 3 -5 3 0 8 -6 9 5 0

特別永住者証明書

在留カ ード □
東京出入国在留管理局

☎0 5 7 0 -0 3 4 2 5 9

社会保険・

共済組合等 □ 亡く なら れた人の勤務先

区民交通傷害保険 □

損害保険ジャ パン 株式会社

☎0 3 -3 3 4 9 -9 6 6 6 （ 制度について）

損害保険ジャ パン 株式会社

☎0 1 2 0 -7 2 7 -1 1 0 （ 事故連絡先）

生命保険等 □ 各生命保険会社

損害保険等 □ 各損害保険会社

預貯金口座 □ 各金融機関
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対 象 チェック 問い 合わせ先 メ  モ

株式等 □ 各証券会社

ク レ ジッ ト カ ード □ 各契約会社

電話

携帯電話 □ 各契約会社

イ ンタ ーネッ ト □ 各契約会社

電気

ガス料金 □ 各契約会社

ケーブルテレ ビ □ 各契約会社

Ｎ Ｈ Ｋ 受信料 □

Ｎ Ｈ Ｋ ふれあいセンタ ー

☎0 5 7 0 -0 7 7 -0 7 7

Ｎ Ｈ Ｋ フ リ ーダイ ヤル

☎0 1 2 0 -1 5 1 5 1 5

水道 □
水道局お客さ まセンタ ー（ 2 3 区）

☎0 3 -5 3 2 6 -1 1 0 1

排気量 1 2 5  ㏄を

超えるバイ ク 等

（ 二輪の軽自動車

 を 含む）

□
東京運輸支局

☎0 5 0 -5 5 4 0 -2 0 3 0

排気量 6 6 0  ㏄以

下の軽自動車等

（ 二輪の軽自動車

 を 除く ）

□
軽自動車検査協会東京主管事務所

☎0 5 0 -3 8 1 6 -3 1 0 0

遺言書

相続放棄 □
東京家庭裁判所

☎0 3 -3 5 0 2 -8 3 3 1

恩給 □
総務省政策統括官［ 恩給担当］

☎0 3 -5 2 7 3 -1 4 0 0

空き 家相談 □

東京都住宅政策本部

民間住宅部計画課

相談予約専用ダイ ヤル

☎0 5 7 0 -0 2 2 -1 5 1

森林の土地の相続 □
林野庁森林整備部計画課

☎0 3 -3 5 0 2 -8 1 1 1

※手続き をする 場合は、 事前に関係部署、 各官公署等にお問い合わせく ださ い。

　 また、 届出人の本人確認書類、 委任状等についても 事前にお問い合わせいただく よ う お願いいたし ます。
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ご 遺族支援コ ーナーのご 案内

港区では、 亡く なら れた人に関する 様々な手続きの専用コ ーナーである「 ご 遺族支援コ ーナー」を

設置しています。 開設場所・ 開設日・ 開設時間については、港区公式ホームページにてご 確認く ださ い。

手続き の種類 必要書類等 問い合わせ先 注意事項

戸籍謄本等

の取得

本人確認書類

  （  マイ ナン バーカ ード 、 運転免許

証等官公署発行で 写真付き の

も のは 1 点、 健康保険証等写真

のないも のは 2 点）

※ 亡く なら れた人と の関係や世帯

状況等によ り 、 関係性や請求理

由を 明ら かにする 資料等が必要

な場合があり ます。 詳し く はお

問い合わせく ださ い。

各総合支所区民課

窓口サービス係

（ 芝は証明交付担当）

　   芝  ☎3 5 7 8 -3 1 1 1 代表  

麻　 　 布 ☎3 5 8 3 -4 1 5 1 代表  

赤　 　 坂 ☎5 4 1 3 -7 0 1 1 代表  

高　 　 輪 ☎5 4 2 1 -7 6 1 1 代表  

芝浦港南  ☎3 4 5 6 -4 1 5 1 代表  

台場分室  ☎5 5 0 0 -2 3 5 1

死亡届が証明書に反映さ

れる まで日数がかかり ま

す。

必要な証明書の種類等は

手続きにより 異なり ます。

まずは、 事前に各提出先

にご確認く ださ い。住民票（ 除票）

の取得

各種手続き に必要な戸籍謄本・ 住民票などの取得

予約について

予約先 　 みなと コ ール ☎ 0 3 -5 4 7 2 -3 7 1 0

※ 「 ご遺族支援コ ーナーの予約の件」 と お伝えく ださ い。 亡く なら れた人の氏名、 住所、 生年月日と 窓口に

お越し いただく 人の氏名、 連絡先等を お伺いし ます。

電話予約受付時間 　 午前９ 時から 午後５ 時（ 年中無休）

※ご遺族支援コ ーナーは、 来庁さ れる ５ 日前までにご予約を お願いし ます。

※大型連休や年末年始等で、 予約締切日が変更になるこ と があり ます。

※予約のキャ ンセル・ 変更

　 予約日の５ 日前までは、 みなと コ ールへご連絡く ださ い。

　 予約日の４ 日前以降は、 下記【 問い合わせ】 までご連絡く ださ い。

注意事項

※ご遺族支援コ ーナーを ご利用せずに、 直接各担当窓口で手続き し ていただく こ と も 可能です。

※ご遺族支援コ ーナーのご利用は、 亡く なら れた人の住民登録が港区の人に限り ます。

※ ご遺族支援コ ーナーのご利用後、 必要な手続き によ っ ては、 担当課で手続き を 行っ ていただく 場合も あ

り ます。

※ご予約を いただいても 、 当日のご案内状況により お待たせするこ と があり ます。

※お持ちいただく 物や来庁さ れる人の続柄によっ て、 一度で手続き が終わら ない場合があり ます。

問い合わせ  ご遺族支援コ ーナーの利用方法や手続き 等について、 不明点は

受付時間： 午前９ 時から 午後５ 時　 ☎0 3 -3 5 7 8 -3 1 1 1  代表  内線 2 0 0 9

［ ご遺族支援コ ーナー］
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区民相談室のご 案内

専門家による 相続等に関する 無料相談窓口は、 以下のと おり です。

※開設日時等の最新情報については、 港区公式ホームページにて必ずご 確認く ださ い。

相談場所は、【 港区役所３ 階　 区民相談室】 と なり ます。

［ 相談一覧（ 最新情報）］

司法書士による相談 　

毎月　 第１ 火曜　 午後１ 時～４ 時

申込・ 問い合わせ先

●東京司法書士会港支部　 相談部担当　 ☎ 0 7 0 -1 4 5 8 -3 7 1 0

不動産・ 会社等の登記、 相続・ 空き 家問題等の財産管理の相談

行政書士による相談 　

毎月　 第３ 木曜　 午後１ 時～４ 時

申込・ 問い合わせ先

●東京都行政書士会港支部　 ☎ 0 3 -6 6 9 1 -5 0 1 0

相続・ 遺言等に関する相談

土地家屋調査士による相談 　

毎月　 第４ 木曜　 午後１ 時～４ 時

申込・ 問い合わせ先

●東京土地家屋調査士会港支部　 ※最新連絡先は、 港区公式ホームページにてご確認く ださ い。

土地・ 建物の登記、 境界・ 測量等に関する相談

すまいの不動産相談（ 宅地建物取引士） 　

毎月　 第１・ ３ 水曜　 午後１ 時～４ 時（ 先着３ 人まで）

予約は、 申込先に希望相談日の週の月曜正午まで　 ※完全予約制

申込・ 問い合わせ先

●住宅課住宅支援係　 ☎ 0 3 -3 5 7 8 -2 2 2 9 すまいの相談一覧

法律相談（ 弁護士） 　

毎週 月・ 金曜 午後１ 時～４ 時、 毎週 水曜 午後１ 時～４ 時、 午後５ 時～７ 時

（ 休祝日、 1 2 月 2 8 日～1 月 4 日を 除く ）

申込・ 問い合わせ先

●《 相談日当日午前 1 0 時まで》 みなと コ ール　 ☎ 0 3 -5 4 7 2 -3 7 1 0

●《 相談日当日午前 1 0 時以降》 区民の声セン タ ー　 ☎ 0 3 -3 5 7 8 -2 0 5 4

●手話での相談申込専用 FAX 番号　 FAX0 3 -3 5 7 8 -2 0 3 4
港区法律相談の

利用にあたっ て

金銭貸借、 相続・ 遺言、 住まい等の法律問題全般に関する相談

すまいの税務相談（ 税理士） 　

毎月　 第１・ ２・ ３・ 4 水曜　 午後１ 時～４ 時（ 先着３ 人まで）

予約は、 申込先に希望相談日の週の月曜正午まで　 ※完全予約制

申込・ 問い合わせ先

●住宅課住宅支援係　 ☎ 0 3 -3 5 7 8 -2 2 2 9 すまいの相談一覧

不動産の取得や相続等、 土地・ 家屋に関する税の相談

不動産取引や賃貸住宅の経営等に関する相談

03-5467-4885

※予約優先
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令和６ 年４ 月１ 日から

相続登記の申請が

義務化 さ れまし た

※正当な 理由がな く 義務に違反し た 場合、

1 0 万円以下の過料が科さ れる こ と があり ま す。

● 相続の際、 遺産分割を早めに済ませるこ と が大切です。

● 法改正以前に所有し ている 相続登記・ 住所などの変更登記が済んでいない

不動産についても 、 登記が義務化さ れまし た。

● 手続きは、 ①遺言書による 相続の場合、 ②遺産分割協議による相続の場合、

③法定さ れた割合による相続の場合など、 ケースにより 、 必要な登記や書類

が異なり ます。 問い合わせは、 不動産の所在地を管轄している法務局へお願

いいたし ます。

● 相続・ 登記の専門家への相談も ご検討く ださ い。

新制度について、

詳し く は右の二次元コ ード

にてご 確認く ださ い。
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法定相続情報証明制度について

平成２ ９ 年５ 月２ ９ 日から 、 全国の登記所（ 法務局） において、 各種相続手続き に利用するこ と

ができる「 法定相続情報証明制度」 がスタ ート し まし た。

この制度を利用すること で、 各種相続手続きで戸籍謄本等を何度も 出し 直す必要がなく なり ます。※１

※１  相続手続きで必要と なる書類は、 各機関で異なり ますので、 必要な書類は提出先に必ずご照会く ださ い。

利用する 場合 利用し ない場合

制度の概要

①申出（ 法定相続人または代理人）

①－１  区市町村の窓口で戸除籍謄本等を 収集し ます。

①－２  法定相続情報一覧図を 作成し ます。

①－３   所定の申出書を 記載し 、 ①－１ 、 －２ の書類を

添付し て登記所に申出を し ます。

②確認・ 交付（ 登記所）

②－１  登記官による確認、 法定相続情報一覧図の保管

②－２   認証文付き 法定相続情報一覧図の写し の交付、

戸除籍謄本等の返却

③利用

③－１  各種相続手続き へお使いく ださ い。

問い合わせ先 　 東京法務局　 港出張所　 ☎ 0 3 -3 5 8 6 -2 1 8 1

法定相続情報

法定相続情報

法定相続情報

法定相続情報

法定相続情報

A 銀行

A 銀行
（ 預金払戻）

B
銀
行

B銀行
（ 預金払戻）

登
記
所

登記所
（ 相続登記）

法定相続情報
一覧図の写し

（ 無料で必要な通数を交付）

戸籍書類一式

返却

返却

ポイ ン ト !
戸籍の収集や一覧図の作成など

の手続きは、 専門家※２ に依頼する

こ と も 可能です。

※２   弁護士、 司法書士、 土地家屋調査士、 税

理士、 社会保険労務士、 弁理士、 海事代

理士、 行政書士

ポイ ン ト !
預金口座がいく つも ある 場合にお勧めです。

手続き が同時に進めら れ、 時間短縮につながり ます。

法定相続情報

法定相続情報

法定相続情報

法定相続情報

法定相続情報

A 銀行

A 銀行
（ 預金払戻）

B
銀
行

B銀行
（ 預金払戻）

登
記
所

登記所
（ 相続登記）

法定相続情報
一覧図の写し

（ 無料で必要な通数を交付）

A 銀行

A 銀行
（ 預金払戻）

B
銀
行

B銀行
（ 預金払戻）

登
記
所

登記所
（ 相続登記）

戸籍書類一式

返却

返却
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港区役所及び総合支所のご 案内

港区役所・ 芝地区総合支所 港区役所北
（ ちぃばす）
港区役所北

（ ちぃばす）

住 所
〒１ ０ ５ －８ ５ １ １

港区芝公園１ －５ －２ ５

電 話 ０ ３ －３ ５ ７ ８ －２ １ １ １ 代表

交 通

 駐車場あり

 JR山手線・ 京浜東北線浜松町駅北口　 徒歩10 分

地下鉄浅草線・ 大江戸線大門駅

　 A６ 出口　 徒歩５ 分

地下鉄三田線御成門駅 A２ 出口　 徒歩５ 分

麻 布 地 区 総 合 支 所

住 所
〒１ ０ ６ －８ ５ １ ５

港区六本木５ －１ ６ －４ ５

電 話 ０ ３ －３ ５ ８ ３ －４ １ ５ １ 代表

交 通

 駐車場あり

 地下鉄日比谷線・ 大江戸線六本木駅

　 ３ 番出口　 徒歩７ 分

地下鉄大江戸線・ 南北線麻布十番駅

　 ７ 番出口　 徒歩1 0 分

赤 坂 地 区 総 合 支 所

（ 赤坂コミ ュニティーぷらざ内）

住 所

〒１ ０ ７ －８ ５ １ ６

港区赤坂４ －１ ８ －１ ３

赤坂コ ミ ュ ニティ ーぷら ざ内

電 話 ０ ３ －５ ４ １ ３ －７ ０ １ １ 代表

交 通

 駐車場あり

 地下鉄銀座線・ 丸の内線

　 赤坂見附駅　 A 出口　 徒歩８ 分

地下鉄銀座線・ 半蔵門線・ 大江戸線

　 青山一丁目駅　 ４ 番出口　 徒歩10 分
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高 輪 地 区 総 合 支 所

（ 高輪コミ ュニティーぷらざ内）

住 所

〒１ ０ ８ －８ ５ ８ １

港区高輪１ －１ ６ －２ ５

高輪コ ミ ュ ニティ ーぷら ざ内

電 話 ０ ３ －５ ４ ２ １ －７ ６ １ １ 代表

交 通

 駐車場あり

 地下鉄南北線・ 三田線白金高輪駅

　 　 １ 番出口　 徒歩１ 分

芝 浦 港 南 地 区 総 合 支 所
（ みなとパーク芝浦内）

住 所
〒１ ０ ５ －８ ５ １ ６

港区芝浦１ －１ ６ －１ 　 みなと パーク 芝浦内

電 話 ０ ３ －３ ４ ５ ６ －４ １ ５ １ 代表

交 通

 駐車場あり

 JR山手線・ 京浜東北線田町駅

　 東口　 徒歩５ 分

地下鉄浅草線・ 三田線三田駅

　 A６ 出口　 徒歩６ 分

芝浦港南地区総合支所 台場分室

（ 台場コミ ュニティーぷらざ内）

交
番

住 所

〒１ ３ ５ －０ ０ ９ １

港区台場１ －５ －１

台場コ ミ ュ ニティ ーぷら ざ内

電 話 ０ ３ －５ ５ ０ ０ －２ ３ ５ １

交 通

 駐車場なし 　 　  駐輪場なし

 ゆり かも め　 お台場海浜公園駅　 徒歩１ 分

 お台場レインボーバス（ 田町ルート 、 品川ルート ）

都バス（ 海 0 1）門前仲町～東京テレポート 駅

　 お台場海浜公園駅前バス停　 徒歩２ 分
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